
１．件 名「新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（柏崎刈羽６，

７号機（４３７））」 

２．日 時：平成２８年９月２１日 １３時３０分～１５時００分 

３．場 所：原子力規制庁 １３階 Ｂ会議室 

４．出席者 

  原子力規制庁： 

  （新基準適合性審査チーム） 

江嵜安全審査官、岡本安全審査官、岸野安全審査官、中原安全審査官、

村上安全審査官、安田安全審査官、郡安技術参与、安達係員、大塚係員、

糸賀原子力規制専門員 

   

事業者： 

東京電力ホールディングス株式会社：原子力設備管理部 機器耐震技術グ

ループマネージャー 他１３名 

電源開発株式会社：設備技術室 機械設備技術タスク 担当 

東北電力株式会社：火力原子力本部 原子力部副長 他３名 

日本原子力発電株式会社：発電管理室 設備耐震グループ主任 他２名 

中部電力株式会社：原子力本部 原子力土建部 設備管理グループ課長 

他２名 

北陸電力株式会社：土木部 耐震建築技術チーム 担当 

中国電力株式会社：電源事業本部 副長（耐震土木） 他３名 

 

５．要旨 

（１）東京電力ホールディングス株式会社から、柏崎刈羽原子力発電所６号及

び７号炉の設置変更許可申請のうち「4条 地震による損傷の防止」につ

いて説明があった。原子力規制庁から以下の点について指摘を行った。 

 ＜水平二方向及び鉛直方向の適切な組合せについて＞ 

○ 水平２方向に対する影響評価に用いる基準地震動として、応答スペクト

ル法に基づき策定したＳｓ－１を含むことを前提に説明すること。 

○ 水平２方向に対する影響評価の対象については、ＳＡ施設並びに波及的

影響を及ぼし得る施設、機器・設備についても網羅的に対象とした上で

抽出を行っていることを説明すること。その趣旨を踏まえ、表2.3-1に

おける原子炉建屋上部鉄骨部屋根等の部位の示し方についても見直す

こと。 

○ 水平２方向に対する影響評価において、評価上の構成部位の応答特性を

整理する際には、詳細解析の予見等から影響度や対象範囲を限定せず、

幅広かつ網羅的に検討すること。 



 

（２）東京電力ホールディングス株式会社より、本日の指摘等について了解し

た旨の回答があった。 

 

６．その他 

提出資料：  

・柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉 地震による損傷の防止について（補

足説明資料） 


